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1.世界と日本が直面する変化の様相

①世界及び日本の物価動向

②国内の景況
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⚫ エネルギー・食糧価格や、賃金の上昇を背景として世界中でインフレが進行。

⚫ 我が国の国内企業物価指数は、 2022年12月前年同月比＋10.2％と22カ月連続の上昇。エネル
ギー価格等の高騰を背景に高い伸びが継続。消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）は、エネルギー
価格や食料品等の上昇から、前年同月比＋4.0％と16カ月連続の上昇。

1.①世界及び日本の物価動向

世界の消費者物価指数の推移

（出所) 総務省「消費者物価指数」より経済産業省作成

（前年同月比）

（資料）経済産業省「第9回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 資料３」より九州経済産業局作成 4
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消費者物価指数（生鮮食品を除く総合） 国内企業物価指数

日本の消費者物価と企業物価の推移
前年同月比
（％）

（資料）総務省「消費者物価指数」、日本銀行「企業物価指数」より九州経済産業局作成

【2022年12月（前年同月比）】
消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）：+4.0％
国内企業物価指数：+10.2％



1.②国内の景況

＜総括判断＞

＜先行き＞

先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策
の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待
される。
ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景
気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクと
なっている。また、物価上昇、供給面での制約、金
融資本市場の変動等の影響や中国における感染拡
大の影響に十分注意する必要がある。

（資料) 内閣府「月例経済報告（令和5年1月）」より九州経済産業局作成
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（12月）景気は、緩やかに持ち直している。
（１１月）景気は、緩やかに持ち直している。

⚫ 国内の景気は、「このところ一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直している」。一方、先行き
については、世界経済の減速や物価上昇等に注意が必要。

⚫ ２０２３年度の我が国経済は、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」の効果の発現が本
格化し、「人への投資」や成長分野における官民連携の下での投資が促進。実質で1.5％程度、名目で
2.1％程度の民需主導の成長が見込まれる。

（資料) 内閣府「政府経済見通し-経済見通しと経済財政運営の基本的態度-（２）概要（閣議決定
（令和5年1月23日））」より九州経済産業局作成
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景気は、このところ一部に弱さがみられ
るものの、緩やかに持ち直している。



2.新しい資本主義へ

①成長と分配の好循環、
経済財政運営と改革の基本方針2022

②物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策
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2.①成長と分配の好循環、経済財政運営と改革の基本方針2022

7

⚫ 令和４年６月「新しい資本主義」の実現を目指した「経済財政運営と改革の基本方針2022」を閣議決定。

⚫ 成長の果実を分配することで、次の成長を実現する「成長と分配の好循環」を目指し、あらゆる政策を動
員。賃上げ機運の⼀層の拡大のため、事業再構築・生産性向上等支援、適切な価格転嫁の環境整備に取

り組む。

私が目指すのは、新しい資本主義の実現です。成長を目指すことは極
めて重要であり、その実現に向けて全力で取り組みます。しかし、「分
配なくして次の成長なし」。成長の果実を、しっかりと分配することで、
初めて、次の成長が実現します。大切なのは、「成長と分配の好循環」
です。「成長も、分配も」実現するため、あらゆる政策を総動員します。

○成長と分配の好循環 ○経済財政運営と改革の基本方針2022（令和４年６月７日閣議決定）

Ⅱ.新しい資本主義に向けた改革
１．新しい資本主義に向けた重点投資分野 ※抜粋

（資料) 首相官邸HP「主要政策」から抜粋 （資料)内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和４年６月閣議決定）から抜粋



2.②物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策

（資料）内閣府「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和４年10月28日）より九州経済産業局作成 8

⚫ 「経済財政運営と改革の基本方針2022」を受け、令和４年１０月、あらゆる政策手段を活用した総合
的な経済対策「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を閣議決定。

⚫ 新しい資本主義の旗印の下、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改
革」を重点分野とし、適切な価格転嫁に向け、下請代金法のより厳正な執行等の環境整備に取り組む。

○物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策 （令和４年10月28日閣議決定） ※抜粋



３.適正な価格転嫁の実現に向けて
①取引適正化に向けた取組

②価格交渉促進月間

③パートナーシップ構築宣言
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３.適正な価格転嫁の実現に向けて
①取引適正化に向けた取組

②価格交渉促進月間

③パートナーシップ構築宣言
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⚫ サプライチェーンが形成される中、中小企業と大企業は、同じ目標に向かって取り組む、「イコール
パートナー」。得られた利益は適正に分かち合い、共存共栄を図るべき。

⚫ 他方、下請中小企業は、大企業などの親事業者との関係で非常に弱い立場にあり、一方的な価格の押
しつけや買いたたきなどのしわ寄せに直面。

⚫ 企業間のしわ寄せ防止や適正な価格転嫁の実現のため、下請代金法等の執行や、相談体制の構築、
業界への働きかけで、取引の適正化を進める。

3.①取引適正化に向けた取組

11

①下請代金法(規制法。下請代金の減額、支払遅延等を禁止。立入検査、改善指導、公取委への措置請求等を実施。)

②下請振興法(望ましい取引のあり方（振興基準）を策定・公表し、親事業者等に指導・助言等を実施。)

１）法律の厳正な執行

２）実態把握・相談対応

①下請Gメンによるヒアリング（全国：年間約10,000件）、Gメン体制強化（R4：248名→R5：300名）

②全国47都道府県の下請かけこみ寺による相談対応（全国：年間約10,000件）

①業種別ガイドライン（２０業種）自主行動計画（２１業種・５４団体）

②価格交渉促進月間(9月､3月）、下請取引適正化推進月間（１１月）

③取引先との共存共栄を発注側企業の経営者が宣言するパートナーシップ構築宣言(全国18,552社)

（九州1,６90社：福岡６52、佐賀１１５、長崎１５3、熊本２１8、大分２９3、宮崎１23、鹿児島１３６） ※２/15現在

３）業界への働きかけ



３.適正な価格転嫁の実現に向けて
①取引適正化に向けた取組

②価格交渉促進月間
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業所管省庁

下請事業者

親事業者
中小企業庁

経営陣

調達部門

②フォローアップ調査の充実
親事業者による対応や回答について
・アンケート調査
・下請Gメンによるヒアリング調査

③指導・助言対象企
業を拡大
下請振興法に基づき、

状況の良くない親事業者に
対して、大臣名で実施

④改善の指示

①価格交渉促進月間
の積極周知・広報

（毎年9月、３月）

※回答が親事業者に知
られないよう、匿名性
の確保を徹底し集計

価格交渉の活発化、
価格転嫁の増加

3.②価格交渉促進月間 ～実施と改善のサイクル強化～

⚫ 毎年９月と３月を「価格交渉促進月間」とし、実際に交渉や転嫁が出来たか、下請事業者からのフォ
ローアップ調査を実施。

⚫ フォローアップ調査の結果を踏まえ、評価が芳しくない親事業者に対し、2022年2月に初めて、業所
管の大臣名で、指導・助言を実施。指導・助言を受けた経営陣の認識が改まり、調達部門に改善指示す
る例も発生。

⚫ 2023年２月には、より一層の自発的な取引慣行の改善を促すため、主要な取引先として挙げられた
発注側企業 約１５０社について、その交渉と転嫁の状況のリストを初めて公表。

⚫ 実施と改善サイクルの強化で、交渉と転嫁が定期的になされる取引慣行の定着を目指す。
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＜9月の価格交渉促進月間ポスター＞

＜西村経産大臣による呼びかけ動画＞

＜岸田総理による呼びかけ動画＞

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/discourse/20220829message.html

https://twitter.com/meti_NIPPON/status/1564215686477787140?cxt=HHwWiMDRiaP4mrUrAAAA

＜相談窓口＞
下請かけこみ寺

０１２０－４１８－６１８

3.②価格交渉促進月間 ～価格交渉促進月間の周知・広報～

⚫ 価格交渉促進月間(9月)の開始にあたり、岸田総理・西村経産大臣より価格転嫁・価格交渉を動画で
呼びかけ。また、約1600の業界団体へ経産大臣名の周知文書を送付。

⚫ 取引実態把握のためのアンケート（15万社）や下請Gメンによるヒアリングを強化。
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転嫁率（コスト全体）
：46.9％

3.②価格交渉促進月間 ～フォローアップ調査の結果～

⚫ ２０２２年９月調査において、全般的なコスト上昇分に対して転嫁できた割合を表す価格転嫁率は、３
月調査時の約４割（41.7％）から、９月調査時の５割弱（46.9％）へ増加するなど、全体として価格転
嫁の状況は好転。

⚫ 一方、「全く価格交渉出来ていない企業」の割合は約１割、「全く価格転嫁できていない企業」の割合は
約２割と、価格交渉・転嫁に至れない企業も存在。

全く交渉できていない
13.9％

問.直近６ヶ月間における貴社と発注側企業との価格交渉の状況
について、御回答ください。

問.直近６ヶ月間の全般的なコスト上昇分のうち、何割を価格
に転嫁できたと考えますか。

ｎ=17848

全く価格転嫁できていない
20.2％
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3.②価格交渉促進月間 ～フォローアップ調査の結果～

⚫ コストを要素別に分けた場合、全体としては「原材料費」（卸/小売においては商品仕入れ費）と「労務
費」の割合が「エネルギー」や「その他の費用」に比べて高いが、業種ごとのばらつきも大きい。

⚫ 「原材料費」に比べ、「労務費」や「エネルギーコスト」の転嫁が比較的進んでいない。

業種 原材料費 労務費 エネルギーコスト その他の費用

卸売 63.4% 20.5% 15.1% 14.6%

紙・紙加工 49.2% 27.7% 14.4% 14.2%

小売 55.8% 21.1% 16.7% 14.8%

機械製造業 40.6% 36.0% 14.9% 17.2%

建材・住宅設備 50.7% 29.7% 15.8% 13.4%

電機・情報通信機器 40.9% 37.9% 12.5% 14.5%

化学 43.3% 30.7% 17.2% 15.2%

金属 41.3% 32.8% 16.4% 17.3%

繊維 36.7% 32.0% 17.8% 15.0%

広告 42.3% 37.8% 11.5% 24.7%

食品製造 47.2% 26.8% 18.5% 16.6%

印刷 42.3% 31.4% 15.1% 14.5%

建設 33.7% 44.2% 15.2% 16.7%

鉱業・採石・砂利採取 35.8% 23.1% 26.6% 20.9%

電気・ガス・熱供給・水道 37.4% 41.9% 18.2% 16.9%

情報サービス・ソフトウェア 10.2% 74.9% 5.0% 12.7%

自動車・自動車部品 39.3% 34.0% 14.8% 16.3%

通信 22.1% 52.5% 10.0% 12.2%

不動産、物品賃貸 26.6% 31.2% 10.4% 26.9%

廃棄物処理 23.7% 34.0% 23.9% 19.8%

放送コンテンツ 12.8% 61.1% 11.5% 14.6%

トラック運送 19.0% 39.4% 27.4% 17.8%

問.発注者に納める主な製品・サービスの原価・コストを以下の４つの費
目に分けた場合（①労務費、②原材料価格、③エネルギーコスト、④そ
の他の費用）、それぞれの費目は、コスト全体の約何割ずつになりますか。

※回答者にて必ずしも各費目の合計が100％となるよう回答していないため、業種ごとに各費
目の合計を足し上げても100％にはならない。

コスト要素別の転嫁の状況

16



３.適正な価格転嫁の実現に向けて
①取引適正化に向けた取組

②価格交渉促進月間

③パートナーシップ構築宣言
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⚫ 「パートナーシップ構築宣言」は、事業者がサプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共
存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で以下の取組を行うことを宣言。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（オープンイノベーション、IT実装、グリーン化等）

（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守

⚫ 「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」（2020年5月）において、導入を決定。

✓ 【共同議長】経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）
【構成員】厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、 内閣官房副長官（政務）、経団連、日商、連合

✓ 第1回は2020年5月、第2回は2020年11月、第3回は2022年2月、第4回は2022年10月11日に開催。

２．未来を拓くパートナーシップ構築推進会議

１．宣言のイメージ

親会社・発注者下請け・受注者

宣言！

価格転嫁の要望等

労務費・原料価格の上昇等

望ましい取引慣行

3.③パートナーシップ構築宣言 ～宣言の概要～

18



3.③パートナーシップ構築宣言 ～宣言事業者数～

⚫ 全国では18,371社が宣言、うち資本金3億円超の大企業は1,123社。 ※2023/2/3時点

⚫ 九州管内では1,690社、大分県では２93社が宣言。 ※2023/2/15時点

※2023/2/15時点※2023/2/3時点
○全国宣言数の推移 ○九州各県の宣言数

※拡大表示 （資本金３億円超）

19

県名 宣言数

福岡県 ６５２社

佐賀県 １１５社

長崎県 １５３社

熊本県 ２１８社

大分県 ２９３社

宮崎県 １２3社

鹿児島県 １３６社

九州計 １，６90社



■ポータルサイト

【URL】
https://www.biz-
partnership.jp

■ロゴマーク

宣言を行った企業は、パートナー
シップ構築宣言の「ロゴマーク」を
使用することができます。

3.③パートナーシップ構築宣言 ～宣言を公表するメリット～

⚫ 宣言は、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載・公表。宣言を
行った企業は、パートナーシップ構築宣言の「ロゴマーク」を使用することができ、名刺などに記
載することで取組をPR可能。

⚫ 事業再構築補助金等、様々な補助金で加点を受けることが可能。加点される補助金は、今後追
加見込み。そのほか、資本金10億円以上・従業員数1,000人以上の企業は、今年度から拡充さ
れた賃上げ促進税制を活用時に宣言が必要。

■補助金における加点措置の一例

②事業再構築補助金

➡新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの
取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有す
る中堅・中小企業等を支援。

③ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

➡革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要
な中小企業等の設備投資等を支援。

④コンテンツ海外展開促進・基盤強化支援事業

➡収益チャネルの多様化や顧客体験価値の向上を行うコンテンツに
関するイベントの実施に関する費用等を支援。

①省エネルギー投資促進支援事業費補助金

➡省エネルギー設備に入れ替える企業を支援

※加点措置のある補助金については、ポータルサイトで随時更新します。

■賃上げ促進税制

継続雇用者の賃金を引き上げた場合、増加分の15％以上
（最大30％）を法人税額等から控除。

資本金10億円以上・従業員数1,000人以上の企業は、パー
トナーシップ構築宣言を公表していることが必要

（適用期間：2022年4月～2024年3月に始まる事業年度）
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◼ 要請の要旨（日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会取りまとめ）

※要請の全文(日商HP)：https://www.jcci.or.jp/20230113_written-request.pdf

3.③パートナーシップ構築宣言 ～経済三団体連名の宣言の実効性向上に向けた要請～

１．「パートナーシップ構築宣言」の積極的な宣言・実行・見直し・普及

・積極的な宣言・公表と、社内体制を明確にした確実な実行。下請中小企業振興法の振興基準等を踏まえた見直し

・直接の取引先を通じてその先の取引先へ働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ）ことにより、実効性確保と社会
全体への浸透。

２．公正・適正な取引の徹底

・宣言の趣旨および自社の宣言内容の自社調達部門等の取引現場への浸透、取引先への明示。

・受注側企業におけるコスト上昇分について、積極的な価格協議と、取引対価への円滑な反映。

・約束手形の利用をできる限り廃止、現金により支払うよう努める。

・下請取引においては、60日以内の支払いを徹底。

３．サプライチェーン全体の成長に向けた取組み

・業界内において依るべき優良な取引慣行について体系的な改善サイクルを確立。 等

⚫ 2023年1月13日に、日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会は連名で、要請『「パー
トナーシップ構築宣言」の実効性向上に向けて』を取りまとめ、会員事業者等に周知。

⚫ 積極的な宣言・公表と社内体制を明確にした確実な実行、宣言内容の自社調達部門等の現場への
浸透や取引先への明示のほか、受注側企業におけるコスト上昇分について積極的な価格協議と取引
対価への円滑な反映等が会員事業者等に要請されている。
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ご清聴ありがとうございました。

22



◆九経交流プラザ

@meti_kyushu

◆九州経済産業局 ◆メールマガジン

◆九州あおいチャンネル

https://www.kyushu.meti.go.jp/aoi-channel/index.html

九州経済を元気にするための情報を多くの皆様にわかりやすくお届け
するため、「バーチャルYouTuber」を活用した新たな広報の取組を
行っています。

https://www.kyushu.meti.go.jp
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎 本館 (7F)

経済産業省 九州経済産業局
産業部 産業課
092-482-5433

（問合せ先）

https://www.facebook.com/
kyukeikouryuplaza

https://twitter.com/meti_kyushu

Follow me !

https://www.kyushu.meti.go.jp/
merumaga/mailmagazin.html

バーチャル広報職員
九州あおいです！
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